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監査委員公表第 2 号 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 292 条において準用する、第 199 条第 1 項及び第 

 

2 項並びに第 4 項の規定に基づき、令和 6 年 9 月 13 日までに実施しました令和 6 年度定期監 

 

査の結果について、同条第 9 項の規定により次のとおり公表します。 

 

令和 6 年 11 月 8 日 

 

                     四日市港管理組合 

 

                      監査委員 伊 藤   隆 

 

                        監査委員 竹 野 兼 主 

 

第１ 監査の概要 

 

１ 監査基準の準拠及び監査の種類 

 

本定期監査は、「四日市港管理組合監査委員監査基準」第 2 条第 1 項第 1 号の財務監査 

 

（地方自治法第 199 条第 1 項）及び同項第 2 号の行政監査（同法第 199 条第 2 項）を、 

 

同法第 199 条第 4 項の規定に基づき実施しました。 

 

 

  ２ 監査の対象及び着眼点 

 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、法令に適合し、正確で、最少 

 

の経費で最大の効果を挙げているようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか 

 

検証、確認するとともに、令和 5 年度監査結果の指摘事項に対する取組等を的確に把握 

 

し、改善状況を検証することに着眼し、これらに関連する事務事業の執行等を監査の対 

 

象としました。 

 

３ 監査の実施内容 

 

   ア 実施箇所 

 

（経営企画部） 

 

総務課、企画課、振興課、港営課、建設課、防災営繕課 

 

（ 室・局 ） 
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出納室、議会事務局、監査委員事務局 

 

   イ 監査の実施期日及び方法 

 

監査委員による実地監査は、関係諸帳簿及び証拠書類との照合並びに関係者からの 

 

説明及び聴取等により行われた事務局職員による予備監査の結果を踏まえ、提出され 

 

た監査資料に基づき、令和 6 年 8 月 19 日、同月 27 日及び 29 日、9 月 6 日並びに同月 

 

13 日の計 5 日間、監査委員が当管理組合において、関係者から説明を受け、聴取を行 

 

うなどにより、実施しました。 

 

第２ 監査の結果及び意見 

 

監査基準に従い監査した結果、概ね、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確 

 

   に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるように努めていると認められるが、次のと 

 

おり、事務事業の執行等に関する意見があるので、速やかに適切な措置を講じられたい。 

 

事務事業の執行に関する意見 

 

【総務課】 

 

（１）コンプライアンスの推進及びハラスメント対策について 

 

   既に独自に研修を実施しているところであるが、建設工事発注事務に関するコンプラ 

 

イアンスの取組や組織内及び組織外からの各種ハラスメントへの対応については、四日 

 

市港管理組合職員全体の共通した意識形成と組織的な対応体制が徹底されるよう、さら 

 

に研修などを通じて進められたい。 

 

【企画課】 

 

 （１）四日市港の将来像に向けた計画について 

 

    令和 6 年 3 月に、概ね 30 年後を見据えた将来像とその実現に向けた取組をとりまと 

 

めた新たな「四日市港長期構想」を策定したが、四日市港管理組合では、「四日市港長期 

 

構想」及び「四日市港港湾計画」の目標を達成するため、4 年毎の「四日市港戦略計画」 

 

を策定し取り組んでいる。新たな戦略計画策定にあたっては、国内・国外の情勢を踏ま 

 

え、「地域に貢献する、なくてはならない存在としての四日市港づくり」に向けた柔軟な
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取組に期待したい。 

 

【振興課】 

 

 （１）ポートセールスの成果について 

 

    ポートセールスについては、会社訪問に何回といった回数が成果ではなく、最終的に 

 

港勢がどれだけ伸びたのかという四日市港管理組合全体の成果につながるよう、データ 

 

として整理蓄積し、その活用を図るなど、予算の執行にあたっては、費用対効果に対す 

 

る意識をさらに高めていただきたい。 

 

 

【議会事務局】 

 

（１）海外港湾事情調査について 

 

    海外港湾事情調査については、その調査結果が四日市港の港湾行政を進める中で活か 

 

されるような活動となるよう、限られた予算の有効活用に努められたい。 


